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１. 公衛協の歴史

公衆衛生推進協議会について

「2021公衆衛生推進手帖」Ｐ36～37参照

一般財団法人広島県環境保健協会について

「2021公衆衛生推進手帖」Ｐ42～43参照
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一般財団法人広島県環境保健協会（略称「環保協(かんほきょう)」)は、前身の社団法人広島県地区衛生組

織連合会（略称「県衛連(けんえいれん)」)の創立から半世紀、主に公衛協の実践活動の支援を通じて、地域

住民の健康づくりと住みよい環境づくりに貢献してきました。平成2９年12月４日で創立60年を迎えました。

次の表は、県衛連から環保協への移り変わりとその時代の公衛協活動を示したものです。

昭和２０年

代後半～

昭和３２年

昭和３４年

昭和３５年

昭和３６年

昭和３７年

昭和３８年

昭和３９年

平成 ６年

平成 ７年

平成 ８年

平成 ９年

平成１０年

平成１１年

平成１２年

平成１３年

平成１４年

平成１５年

平成１６年

平成１７年

平成１８年

平成１９年

平成２０年

平成２１年

平成２２年

平成２５年

蚊とハエのいない郷土建設運動

広島県地区衛生組織連合会（県衛連）創立

県内いっせいねずみ駆除運動

健康感謝募金（地区衛生組織活動資金募集）開始

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄコース研修のカリキュラム確立

県衛連社団法人化へ

寄生虫予防運動

ポリ製ごみ容器普及運動

県内いっせいゴキブリ駆除運動

赤痢などの検便と手洗い運動

子宮がん集団検診

歩け歩け運動

エコーノート記帳運動

県衛連発展的解散、環保協設立へ

みちクリーン運動

ＥＭによる生ごみ減量

ＡＨＣＡ（アクア）ノート記帳運動

ケナフの栽培と活用

ゴミュニティ活動

広島県地球温暖化防止活動推進センターの活動

重点メニュー「アドプトＮＥＴひろしま」

重点メニュー「脱煙道場」

重点メニュー「祭りのごみダイエット作戦」

公衆衛生推進手帖記帳運動

スクールキャラバン

「健康ひろしま２１」学習活動

省エネトライアル（実践期間２週間、ガス・水道・電気が対象）

公衛協合併対策フォーラムの開催

脱温暖化トライアル（実践期間１カ月、電気が対象）

重点メニュー「食のﾁｪｯｸ事業“カルシウム編”」

ﾘｰﾀﾞｰ養成ねらいに基礎・専門・合同研修を体系化

瀬戸内海の再生に向けた法整備に関する署名活動

重点メニュー「新・脱煙道場」（ﾘﾆｭｰｱﾙ）

行政とのパートナーシップ構築事業、地域活動支

援基金活用事業

市町公衛協事務局活性化事業

重点メニュー「１万人のエコチェック事業」

重点メニュー「公衛協発ウォーキング事業」

一般財団法人へ移行

行政と住民が協力しあい、くみ取り便所や
畜舎などの発生源になる場所を改善するなど、
大々的な県民運動に発展した。
これが、今日でいう「地区衛生組織活動」

すなわち「公衛協活動」のはじまりである。

昭和３２年１２月４日、生活環境改善や栄
養改善などを活発化させるため、県内の地区
衛生組織の連合体として任意団体の県衛連を
設立、全県的共同体制を確立した。

昭和３６年１０月、広島県知事より公益法
人の許可指名書が交付され、社団法人県衛連
が誕生した。

平成７年４月１日 、 公衆衛生の課題やコ
ミュニティのあり方の変容、県衛連の経営力
の低下による公衛協支援の弱体化などから、
多様なニーズにも応えうる多機能型集団とし
て環保協を設立した。

■寄附行為第４条（目的）
この法人は、広島県における環境保健に係

るコミュニティの実践活動の支援及び科学的
に裏づけられた技術の提供により、県民の健
康づくり及び環境への負荷が少ない持続的発
展が可能な社会環境づくりに貢献することを
目的とする。

県衛連から環保協への移り変わり

次頁以降に、公衛協が誕生した当時の様子を紹介します。この資料は、「環保協・県衛連４５年史」（平成16年

３月発行）から引用したものです。

公衛協の誕生

平成25年４月１日、非営利が徹底された一
般財団法人広島県環境保健協会として再出発。
以下の基本理念を掲げ、これまで同様、公

益事業を行っていく。

【基本理念】

みんなの生命（いのち）をまもりたい。

私たちは、健康づくりと住みよい環境づくり
に取り組み、地域社会の発展に貢献します。
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公衛協の成り立ち
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＊昭和32年12月4日、保健所公衛協代表者ら20余人
のほか、県から大原博夫知事、斉藤俊保衛生部長、

熊沢俊彦公衆衛生課長ほか、各課長、各報道機関

関係者らが参集し、任意団体の県衛連を設立した。

昭和３６年１０月：社団法人県衛連発足
平成７年４月１日：財団法人広島県環境保健協会発足
平成25年４月１日：一般財団法人広島県環境保健協会発足
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健康感謝募金（現 環境･健康募金）のはじまり

15



16



17



18



19



20



21



22



２.地区衛生組織活動概論

地区衛生組織活動とは

「2020公衆衛生推進手帖」Ｐ38～41参照

広島県地区衛生組織代表者会議
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会議名/対象者 日 程 内 容

公衛協事務担当者会議

対象者／公衛協事務担当者

（ｺﾐｭﾆﾃｨﾚﾍﾞﾙの担当者含む）

年２回開催

１回目：4月2３日（金）

２回目：9月17日（金）

公衛協活動の充実・発展のためには、事務担当者の理解と協力が必要とな

るため、事業計画や活動の進め方などを周知する。

行政事務局員のほか、公衛協選出の事務局員、またコミュニティレベル（支部・

地区・学区）の担当者も対象とする。

対
象
者
／
各
市
町
か
ら
選
出
さ
れ
た

代
表
者
・専
門
部
会
員

＊
旅
費
実
費
＋
日
当(

３
千
円)

を
支
給

定例会

※募金委員会と同

時開催

年２回開催

１回目：6月17日（木）

２回目：1月27日（木）

市町公衛協の代表者による定例会議。公衛協活動の展開策や組織づくりに

ついて協議・検討する。

また、事業報告と次年度事業方針・計画について意思統一を図る。

専門部会

※専門部会員は代

表者と専門部会員

によって構成

年２回開催

１回目： 8月25日（水）

26日（木）

27日（金）

２回目：12月8日（水）

9日（木）

10日（金）

組織・環境・健康の３部会による会議。公衛協の組織づくり・環境づくり・健康

づくりをテーマに、具体的な事業内容（全県共通事業重点メニューなど）を協

議・検討する。

ブロック会議

対象者／公衛協役員、事務担

当者（ｺﾐｭﾆﾃｨﾚﾍﾞﾙの担当者含

む）、機能ﾘｰﾀﾞｰほか

３月に開催

西部・中央：3月16日（水）

尾三・福山：3月17日（木）

北部：3月18日(金)

コミュニティ活動を推進するにあたり、次年度に向けた地域活動支援セン

ターの方針や事業内容を周知する。

また、次年度事業への意向把握や公衛協の課題について協議する。

代表者会議の１年の流れ

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

会
議

環
保
協

事
務
担
当
者
会
議
①

事
業
の
周
知

定
例
会
・
募
金
委
員
会
①

今
年
度
事
業
に
つ
い
て
協
議

専
門
部
会
①

事
業
の
拡
充
策
に
向
け
た
協
議

事
務
担
当
者
会
議
②

事
業
に
関
す
る
意
見
交
換
ほ
か

ブ
ロ
ッ
ク
会
議

次
年
度
事
業
の
周
知

専
門
部
会
②

翌
年
度
に
向
け
た
事
業
の
協
議

定
例
会
・
募
金
委
員
会
②

次
年
度
事
業
に
つ
い
て
協
議

事
業
計
画
立
案

予
算
策
定

理
事
会

評
議
員
会

理
事
会

評
議
員
会

理
事
会
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３.環境・健康募金、分担金の仕組み

環境・健康募金とは

「2021公衆衛生推進手帖」Ｐ50～54参照

「地域活動支援センター概要（31年度版）」Ｐ105～110参照

配分 目標額の２５％

配分 目標額の１０％

環境・健康募金の流れ

県
民
・
事
業
所

市

町

公

衛

協

公衛協の募金の流れ 募

金

委

員

会

募金

配分

募金事務担当者／役割

確認①

県

民

・

事
業
所

市

町

公

衛

協

地
区
衛
生
組
織
活
動
資
金
募
集
委
員
会

（
募
金
委
員
会
）

環 保 協

事 務 費

募 金 募 金

配分基本額の70％

＋

配分基本額を
上回る募金額

配 分

公衛協活動で
地域に還元

【令和３年度募金配分方式】

■市町公衛協：配分基本額×０.7＋配分基本額を上回る募金額

■環 保 協：配分基本額×０.25

■事 務 費：配分基本額×０.05 ＊配分基本額＝世帯数×５０円

【環保協配分金の使途】

■2021公衆衛生推進手帖の作成・配布

■推進委員養成に係る各種研修の開催

（基礎研修・合同研修 など）

■全県共通事業重点メニューの推進 など

【令和3年度募金配分金予定額】

■市町公衛協： 26,507,198 円

■環 保 協： 9,466,841 円

■事 務 費： 1,893,841 円

合 計 37,867,400円

県民・事業者と市町公衛協の間の流れを、わかる範囲で記入して下さい。
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配 分 配分基本額の５％

配 分 配分基本額の25％



環境・健康募金事業の流れ

環境・健康募金事業の流れは、次のとおりです。

《確認事項》

○募金委員会への振り込みは、郵便振込か銀行振込（もみじ銀行に限る）によります。

○毎月末締めで募金の実績を集計、翌月15日に市町公衛協・環保協・事務経費に配分

します(15日が土日祝日の場合は、翌営業日とします）。

公衛協の活動資金となる

2月

●チラシ・封筒などの必要部数を申込み

●環保協からチラシ・封筒などを公衛協事務局へ送付

●公衛協事務局から各公衆衛生推進委員へ配布

3月

●まとめたお金を募金委員会事務局（環保協）へ振り込む

●募金委員会から市町公衛協・環保協・事務費に配分

４月７日の「健康感謝の日」を起に募金活動を開始

1月

●チラシ・封筒などの必要部数の申込み依頼書を公衛協事務局に送付

41

配分は、毎月１５日

※ただし、3月分の配分(第12次配分)は、4月15日に行わず、令和4年3月30日
（水）に行うので、募金振込みの最終締切を令和4年3月22日（火）までとします。



＜令和３年度 環境・健康募金配分基本額＞

（注１）公衛協区分は、令和３年4月1日現在
（注２）世帯数は、令和２年7月31日現在の住民基本台帳による数値

平成24年7月9日住民基本台帳法の改正により、外国人も適用対象
（注３）配分基本額＝50円×世帯数
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市町公衛協名 世帯数 
配分基本額 

世帯数×50円 

配分基本額の配分 

市町公衛協 

配分金 

(配分基本額×70％) 

環保協 

配分金 

(配分基本額×25％) 

事務費 

配分金 

(配分基本額×5％) 

府中町 23,104 1,150,200 808,640 288,800 57,760 

海田町 13,705 685,250 479,676 171,312 34,262 

熊野町 10,592 529,600 370,720 132,400 26,480 

坂町 5,832 291,600 204,120 72,900 14,580 

江田島市 12,307 615,350 430,746 153,837 30,767 

竹原市 12,281 614,050 429,836 153,512 30,702 

大崎上島町 4,279 213,950 149,766 53,487 10,697 

大竹市 12,914 645,700 451,990 161,425 32,285 

廿日市市 33,783 1,689,150 1,182,406 422,287 84,457 

廿日市市大野 12,953 647,650 453,356 161,912 32,382 

廿日市市佐伯 4,742 237,100 165,970 59,275 11,855 

廿日市市吉和 339 16,950 11,866 4,237 847 

廿日市市宮島 813 40,650 28,456 10,162 2,032 

安芸太田町 3,137 156,850 109,796 39,212 7,842 

北広島町 8,569 428,450 299,916 107,112 21,422 

安芸高田市 13,527 676,350 473,448 169,086 33,816 

東広島市 87,274 4,363,700 3,054,590 1,090,925 218,185 

三原市 43,759 2,187,950 1,531,566 546,987 109,397 

世羅町 6,865 343,250 240,276 85,812 17,162 

尾道市 64,798 3,239,900 2,267,930 809,975 161,995 

福山市 210,069 10,603,450 7,422,416 2,650,862 530,172 

府中市 17,294 864,700 605,290 216,175 43,235 

神石高原町 3,915 195,750 137,026 48,937 9,787 

三次市 23,550 1,177,500 824,250 294,375 58,875 

庄原市 15,435 771,750 540,226 192,937 38,587 

呉市 109,512 5,475,600 3,832,920 1,368,900 273,780 

合計 757,348 37,867,400 26,507,198 9,466,841 1,893,361 

 



公衛協分担金について

公衛協分担金の要領は、次のとおりです。次頁に、令和２年度市町別分担金を示します。

■分担金の使途

地域活動支援のために事業費として、主に代表者会議の運営経費に使用する。

（代表者会議定例会・専門部会・事務担当者会議・ブロック会議の運営など）

■分担金納入方法・期日

令和２年度当初に請求書を送付、専用の振込用紙を利用の上、令和３年９月24日（金）までに

納入する。

＊情報紙「環境と健康」の請求額決定後、令和2年7月2日に併せて発送しました。

■分担金の算出方法

各公衛協あたりの分担金は、人口１人あたり１円として算出する（100円未満は切捨て）

＊令和3年度の各市町公衛協の納入額は、次のページに掲載。

昭和32年 ：広島県地区衛生組織連合会を設立（任意団体）
昭和34年3月 ：市町村公衛協の分担金制度を議決し、自主財源を確保
昭和36年 ：社団法人広島県地区衛生組織連合会を設立

平成 ７年 ：財団法人広島県環境保健協会を設立（財団法人への組織替え）
平成24年 ：均等割（20,000円）を廃止

平成24年7月 ：住民基本台帳法の一部改正に伴い、分担金の算定基準となる人口に
外国人が含まれる

平成25年4月 ：一般財団法人広島県環境保健協会に名称を変更する

公衛協分担金のあらまし

○分担金の算出方法
均等割 20,000円
人口割 人口1人当たり1円として
均等割+人口割で算出する（100円未満は切り捨て）
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令和３年度公衛協分担金一覧表

●公衛協区分は令和３年４月１日現在
●人口は、令和２年7月31日現在の住民基本台帳による数値

№ 公衛協名

人 口

(令和2年7月末

現在)

令和3年度

分担金

（参考）

人 口
(令和元年7月末現在)

令和2年度
分担金

1 府中町 52,062 52,000 52,187 52,100 

2 海田町 30,197 30,100 30,024 30,000 

3 熊野町 23,814 23,800 24,008 24,000 

4 坂町 13,016 13,000 13,052 13,000 

5 江田島市 22,583 22,500 23,103 23,100 

6 竹原市 24,789 24,700 25,260 25,200 

7 大崎上島町 7,405 7,400 7,507 7,500 

8 大竹市 26,693 26,600 26,879 26,800 

9 廿日市市 76,018 76,000 75,968 75,900 

10 廿日市市大野 29,434 29,400 29,329 29,300 

11 廿日市市佐伯 9,481 9,400 9,673 9,600 

12 廿日市市吉和 620 600 627 600 

13 廿日市市宮島 1,521 1,500 1,570 1,500 

14 安芸太田町 6,069 6,000 6,174 6,100 

15 北広島町 18,306 18,300 18,638 18,600 

16 安芸高田市 28,134 28,100 28,597 28,500 

17 東広島市 189,016 189,000 188,049 188,000 

18 三原市 92,440 92,400 93,402 93,400 

19 世羅町 15,827 15,800 16,130 16,100 

20 尾道市 134,960 134,900 136,570 
136,500 

21 福山市 467,527 467,500 469,135 469,100 

22 府中市 38,384 38,300 39,203 39,200 

23 神石高原町 8,764 8,700 8,971 8,900 

24 三次市 51,423 51,400 52,084 52,000 

25 庄原市 34,395 34,300 35,083 35,000 

26 呉市 219,460 219,400 222,943 222,900 

合 計 1,622,338 1,621,100 1,634,166 1,632,900






